
お客さま各位 

 

2025 年 3 月 

奈良信用金庫 

 

 

 平素は奈良信用金庫をご利用いただき厚くお礼申し上げます。 

 当金庫では、法令等の変更にともない、下記の約款を改訂致しますので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．改訂する約款 

 （１）非課税口座約款 

 （２）未成年者口座および課税未成年者口座約款 

 

２．主な改訂内容 

・廃止通知書等の電磁的提供にかかる取扱いに関する旨の記載追加等 

※令和 6 年度税制改正により勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書の 

 記載事項の電磁的方法による提供が可能となったことによるものです。 

 

３．改訂日 

・2025 年 4 月 1 日（火） 

 

 

 

 

 

 

以   上 

 

 

 

 


